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超小型モビリティとは ～人口減少・少子高齢化時代に向けた創造的イノベーションの創出～ 

高齢者等の移動支援、外出機会増加、  
送迎行動が容易に 

観光地の振興や地域のにぎわい 

新たなカテゴリーの乗り物として、 
自動車市場に新たな需要を創出 

観光振興等 

抜本的な省エネ 

■ 超小型モビリティとは、交通の抜本的な省エネルギー化に資するとともに、高齢者を含むあ
らゆる世代に新たな地域の手軽な足を提供し、生活・移動の質の向上をもたらす、省エネ・少
子高齢化時代の「新たなカテゴリー」の乗り物。 

通常の自動車より少ないエネルギーで
省エネ・低炭素化に寄与 

新たな市場創出 

高齢者、子育て支援 

 
  「超小型モビリティ」： 

自動車よりコンパクトで、地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り程度の車両 
  （エネルギー消費量は、通常の自動車に比べ１／６ （電気自動車の１／２）程度） 

超小型モビリティの定義とその導入効果 
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抜本的な省エネ ～我が国における自動車からのＣＯ２排出量～ 

産業部門 
（工場等） 

４億２，１９９万㌧ 
《３５．４％》 

業務その他部門 
（商業、サービス、事務所等） 

２億１，６６８万㌧ 
《１８．２％》 

運輸部門 
（自動車、船舶等） 

２億３，１９２万㌧ 
《１９．５％》 

日本の各部門における二酸化炭素排出量 

ＣＯ２総排出量 
１１億９，２００万㌧ 
（２０１０年度  

     確定値） 

※ 電気事業者の発電の伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う排出量はそれぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分 
※ 温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」より国土交通省環境政策課作成 

運輸部門における二酸化炭素排出量 

内訳 

自家用乗用車 
１億１，６８０万㌧  

《５０．４％》 

自家用貨物車 
３，９０９万㌧ 
 《１７．１％》 

営業用貨物車 
４，０２３万㌧  
《１７．１％》 

○ 自動車からの排出は 
  運輸部門の８８．１％ 
  （日本全体の１７．１％） 

家庭部門 
１億７，１８１万㌧ 

《１４．４％》 

その他 
１億４，９５４万㌧ 

《１２．５％》 

  
 バス 
  ４３４万㌧ 《１．８％》 
 タクシー 
  ３８１万㌧ 《１．７％》 
 内航海運 
  １，０８９万㌧ 《４．５％》 
 航空 
  ９１９万㌧ 《４．３％》 
 鉄道 
  ７５７万㌧ 《３．３％》 
 

■ 日本のＣＯ２排出量のうち、運輸部門からの排出量は約２０％。 
■ 特に自動車からの排出は、運輸部門の約９割（日本全体の１７．１％）を占める。 
■ 自動車・交通分野のＣＯ２削減・省エネは、政府のエネルギー・環境戦略上、極めて重要な柱 
 （「次世代自動車」は、日本再生戦略において集中実施すべきグリーン成長の５つの先導的中核プロジェ
クトの一つ）。 
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通常の自動車を 

現在の電池技術で動かす

には、航続距離に一定限界 

 

自動車利用の 
ほとんどが１～２人。 
約６割が１０ｋｍ以内 

■ 中長期的な自動車分野の省エネ化には、徹底した燃費改善に加え、特に省エネ・環境性能に優れ
た電気自動車の効果的な普及を図ることが必要。 

 

■ 電気自動車の効果的普及のためには、固有の価値（ゼロエミッション、静粛さ、非常用電源機能な

ど）を顕在化させるような成功事例を創出しその普及を加速するとともに（※）、電気自動車の弱点を克
服し自動車利用の実態に即した「新たなカテゴリー」の乗り物（超小型モビリティ）の導入が必要。 

抜本的な省エネ ～電気自動車の効果的普及と超小型モビリティの導入～ 

※「地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進」（平成２５年度特別重点要求：１８億円） 

エネルギー消費効率の比較 

電気自動車の弱点 自動車利用の実態 

× 
大幅にコンパクト・軽量で、１～２人での移動に最適な 

「新しいカテゴリー」の乗り物があれば、移動の自由や経
済活動を損なうことなく、抜本的な省エネが実現できる！ 

自動車モノづくりの 
創造的イノベーションと規制改革 
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MJ/Km 
徹底した燃費改善も、 

理論的に一定の限界あり 

2050年の温暖化目標 
（90年比80%減）達成には 

EV普及が不可欠。 



 新たな市場創出 ～グローバル市場の伸長と次世代標準先取り、国内市場の活性化～ 

日本に続き、中国、韓国など世界各国で、急速
な少子高齢社会が到来 

アジアの自動車保有台数の推移 

■台数 

Asian Development Bank and Clean Air Initiative for Asian Cities. 2009. 
財団法人日本エネルギー経済研究所 

■台数/千人 

 省エネや少子高齢化が世界各国に到来する時代に向け、課題先進国たる日本が、超小型モビリティなど「創造
的イノベーション」によるソリューションを確立。 新たな需要創出により国内自動車市場を活性化しつつ、次世
代標準を先取りし、未来の国際競争力の源泉とすべき。 

世界的なエネルギー需給のひっ迫と強力な省エネルギー政策の推進 将来、世界各国で少子高齢化が加速 

世界各国の高齢化率予測（６５歳以上人口の割合） 世界各地域の一次エネルギー消費 

■ 新興国の経済成長の下、今後、世界のエネルギー需要は急増、需給ひっ迫のおそれ。さらに保有台数
の急増にも対応するため、強力な省エネルギー政策が欧州やアジア市場等で急速に進捗中。 

■ 他方、日本に続き、中国や韓国など世界各国で急速な少子高齢社会が到来。 
■ 従来存在しなかった超小型モビリティの市場が諸外国で爆発的に伸長、電気自動車の主要市場として急速
に成長するとの民間予測も。 

◎ 強度の高い省エネルギー政策（燃料・車体課税の見直し、燃料補助金切下げ、混雑課金制度導
入等）が、欧州、アジア市場等で急速に進捗中。 

◎ 高齢者にとって取り回しのしやすく、品質・安全性
の高い超小型モビリティの需要が、世界各国で急速
に高まる可能性。 

経済成長の下、2035年の世界のエネルギー
消費量は現在の約1.5倍へ拡大 

保有台数増に伴う、燃料補助金の財政負
担増、混雑等により、強力な省エネル
ギー政策が新興国の政治問題に 
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内閣府調べ 
ＡＳＥＡＮ 中国 インド 



その他の社会的便益 ～高齢者や子育て層の移動支援、観光振興等～ 

■ 超小型モビリティは、これ以外にも、高齢者・子育て層の移動支援、観光振興など多く
の社会的便益を生み出す。 
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◎ 狭い街路・街並みへの誘導や回遊

性の向上等により、来訪者の立寄り
先を増加。 

 
◎ 川のせせらぎなど周辺自然環境の

気づき、新たな観光資源の発掘等を
通じ、観光地の魅力・にぎわいを 

  向上。 

 
 
◎ コンパクトであるため、歩行者と離間

がとれ、歩行者が安心して歩ける環
境づくりに貢献。さらに、先進的な予
防安全機能の搭載が期待される。 

 

◎ 歩行者と運転者とのコミュニケーショ
ン等を通じ、従来のクルマと人の関わ
りが変化。 

 
 
◎ 輸送経路や輸送手段の合理化によ

る小口物流の輸送効率・サービスの
向上。 

 
◎ 市街地・都心部店舗での既存の狭

いスペースを活用した、効率的な荷捌
きの実現。 

 

◎ 高齢者等あらゆる世代の外出機会
の増加、コミュニケーションの活性化
（地域活動への参加、買い物、通院、通勤・通学、知

人宅への訪問など）。 
 
◎ 子育て層等の日常生活における移

動支援（買い物、通勤、学校送迎など）。 

日常生活や小口物流に 
手軽で、 

とりまわしのし易い、 
全く新たな交通手段 

を提供 

※ 用途イメージは、トヨタ車体HPより 

高齢者や子育て層の
移動支援 

観光地等の振興 歩行者との親和性 

小口物流の効率化 
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超小型モビリティ一覧 ～多様なコンセプトの提案～ 

若者向け 
近未来モビリティ 

トヨタ ｉ－ＲＯＡＤ 
  

トヨタ Camatte(カマッテ) 
（２０１2年東京おもちゃショー出展車） 

日産 ニューモビリティコンセプト 

ホンダ 
マイクロコミュータープロトタイプ 

スズキ Q-CONCEPT 
（２０１１年東京モーターショー出展車） 

高齢者向け 
運転支援機能 

ダイハツ ＰＩＣＯ（ピコ） 
（２０１１年東京モーターショー出展車） 

子育て世代の 
使い勝手 

若者向け 
近未来モビリティ 

家族の楽しい 
コミュニケーション 

１月以降順次投入予定 

開発中のコンセプトカー 

http://www2.toyota.co.jp/jp/news/12/06/image/nt12_0605_02_L.jpg
http://www2.toyota.co.jp/jp/news/12/06/image/nt12_0605_01_L.jpg
http://www.honda.co.jp/index.html
http://www.carview.co.jp/tms/2011/take_car/suzuki_q_concept/?p=2
http://www.carview.co.jp/tms/2011/take_car/suzuki_q_concept/?sc=1&p=5


定格出力 
（電動自動車） 

0.6kW以下 1kW超 

エンジン排気量 
（内燃機関自動車） 

  50cc以下 －660cc以下 660cc超 

歩行補助用具 
（免許不要） 

 
  

第一種原動機付 
自転車 

  

軽自動車 
  
  

小型自動車 
・普通自動車 

  
  

・乗車定員4人 
・最大積載量350kgまで 
・全長：3,400mm 
 全幅：1,480mm 
 全高：2,000mm 
・衝突基準あり 
・車検あり 
・高速道路走行可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・乗車定員１人のみ 
・最大積載量30kgまで 
・全長：2,500mm 
 全幅：1,300mm 
 全高：2,000mm 
・衝突基準なし 
・車検なし 
・高速道路走行不可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・時速６ｋｍ以下 
・車検なし 
・全長：1,200mm 
 全幅：700mm 
 全高：1,090mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野心的な規制改革の取組み ～公道走行のための認定制度の創設～ 

超小型モビリティ 
 

・乗車定員１～2人程度 
・高速道路走行不可 
 
 
 
 
 
 
 

 

車道走行 施設・歩道走行 

道路運送車両以外 道路運送車両 



超小型モビリティの導入促進 

 超小型モビリティは、交通の省エネルギー化に資するともに、高齢者を含むあらゆる世代に新たな地域の手軽な足を提供し生
活・移動の質の向上をもたらす、少子高齢化時代の「新たなカテゴリー」の乗り物。 
 その普及や関連制度の検討に向け、成功事例の創出、国民理解の醸成を促す観点から、地方公共団体等の主導によるまちづ
くり等と一体となった先導導入や試行導入の優れた取組みを重点的に支援。 

「超小型モビリティ」  
  自動車よりコンパクトで、地域の手軽な移   
  動の足となる１人～２人乗り程度の車両 
  （エネルギー消費量は、通常の自動車に比べ１

／６ （電気自動車の１／２）程度） 

人口減少・少子高齢化時代に向けた 
創造的イノベーションの提案 

～クルマ、まちづくり、ライフスタイルの調和的革新に向けて～ 

 

① 省エネ・低炭素化への寄与 
 

② 生活交通における新たな交通手段の提供、 
 新規市場・需要の創出 
 

③ 子育て世代や高齢者の移動支援 
 

④ 観光地や地域活動の活性化を通じた観光・地域振興 

超小型モビリティの導入により期待される効果 

写真：日産「ニューモビリティコンセプト」 

  幅広い普及に向け社会受容性を高めつつ、車両区分等関連制度の整備、これを活用した低炭素・集約型まちづくりに関
する検討を加速。超小型モビリティの市場を創出。 

超小型モビリティの特性を最大限活かした 

「成功事例の創出」 
幅広い市民の方々に実際に車両を見て乗っていただきつつ 

「生活・移動スタイル再考機会の創出」 
「広範な国民理解の醸成」 

地方公共団体等の主導によるまちづくり等と一体となった先導・試行導入の加速 
（超小型モビリティの特性・魅力を引き出し、かつ創意工夫にあふれる優れた取組みを選定し、重点的に支援（※）） 

 ※事業計画を公募、外部有識者により評価。優れた計画を選定して、重点的に支援。 

＜先導・試行導入に係る事業計画の実施費用（車両導入、事業計画立案及び効果評価費等）の１／２（民間事業者等にあっては１／３）を補助＞ 

平成２５年度概算決定額：２０１百万円  【平成２４年度補正予算額：３８１百万円】 

※ 都市局「先導的都市環境形成促進事業」、住宅局「環境・ストック活用推進事業」等との連携を予定 

規制改革：公道走行をより簡便な手続きで可能とする新たな認定制度を創設（平成２５年１月） 



超小型モビリティを活用したまちづくりに向けて 

自然豊かな観光地域 
～観光回遊・周遊～ 

中山間地 
～日常の交通～ 

郊外住宅地 
～日常の交通～ 

大規模開発地区 
～日常の交通～ 

近距離（５ｋｍ圏内）の 
日常的な交通手段として 

小規模配送やポーターサービス等 
の配送手段として 

→ 買い物、地域活動、通勤・通学など、日常生活交通の「新たな交通手段の提
供」、「子育て層や高齢者の移動支援」 

→ 人の流動・交流の活発化を通じた「地域社会の活性化」 
→ 公共交通と結節した末端交通としての活用による「交通システムの最適化」、
「コンパクトなまちづくりとの融和」など 

→ 立寄り地点・範囲の増加による「回遊性の向上」と「地域の魅力再発見」 
→ 「観光地の魅力向上・集客増加」 
→ 自然環境やまちとの調和による「地域の付加価値向上」 など 

→ 「荷捌き駐車問題の改善」 
→ 「小規模・地域内物流の効率化」 
→ 効率的な小口輸送の実現による「サービスの向上」 など 

中心市街地（商業地・観光地） 
～まちの回遊・観光回遊～ 

中心市街地 
～物流効率化～ 

観光地・商業地での 
回遊・周遊の際の移動手段として 

※１ 都市局（「先導的都市環境形成促進事業」）等との連携   
※２ 住宅局（「環境・ストック活用推進事業」等）との連携 

■ 超小型モビリティ等をはじめとする電気自動車等（環境対応車）は、低炭素社会の実現に資するとともに、 
  人口減少・高齢化時代に対応するコンパクトなまちづくりにも適した交通手段。 
 

■ 国土交通省では、このような観点から、超小型モビリティ等の環境対応車の普及の取組みと、都市の低炭素
化、集約型都市構造の実現、高齢化社会への対応等持続可能なまちづくりに向けた取組みを一体的に推進。 

 

■ 今後も、利用環境の整備など関連社会資本の整備に向けた検討（※１）やゼロエネルギー住宅との一体導入な
ど（※２）の取組みを連携して推進し、低炭素まちづくりの実現、高齢者や子育て世代の移動支援等を通じた生活・
移動の質の向上を目指す。 

 超小型モビリティの導入による社会的効果 
（「超小型モビリティの導入に向けたガイドライン」（平成２４年６月公表）） 
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◎ 運行の実施・管理体制の整備 
 ・運行地域の設定、事業計画の策定 
 ・運行管理体制の構築 
 ・総合的な安全対策の実施体制の構築 等 
 

認知の向上、きっかけづくり 

◎ 地域におけるリーダーシップの発揮、
ビジョン提示 
 ・超小型モビリティの特徴発揮×地域の魅力

再発掘・課題克服に関わる新ビジョン（理念
及び具体イメージ）の提示 

 ・地域交通計画の見直し、地域活性化、コミュ
ニティ再生ビジョンの策定 

 ・地域関係者（住民、ＮＰＯ、企業等）への情報
提供、新たなライフスタイルの提案 

 ・ディベロッパー、商店街、交通、観光産業等
との連携 

 
◎ できるだけ多くの市民による体験
（触れる、乗る、話す）の場の提供 

  ・先導・試行導入、住民啓発活動 
  ・タウンミーティングの開催 

公道走行のための認定取得 

 
 
◎ 「人の移動のきっかけをつくる」、地域活動の

創生、地場産業の再生、地域や商業施設、
観光資源の魅力再発掘の仕掛け 

 

◎  「あらゆる世代の共助共生を促す」くらし環
境・拠点の連携整備 

 

◎ 歩行者、自転車、超小型モビリティが「安心し
て通い合う」走行空間、駐車空間等の整備 

 

◎ 地域交通サービスや公的サービスへの 
 積極導入 

 ・他の交通手段（自転車、バス、ＬＲＴ等）を含む「シームレス
でユニバーサルな総合モビリティサービス」の導入 

 ・公用車、地域パトロールカー等への率先導入 
 ・観光カーシェアサービスの導入 
 ・訪問医療サービスその他公的サービス等への率先導入 
 

◎ 自治体による導入補助 

率先導入、導入支援 

利用環境、新たな暮らし環境の整備 
（新たなまちづくり、生活者理念の実現） 

導入にあたり地方自治体（市区町村）に期待される役割、取組み検討のポイント（例） 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

超小型モビリティ認定制度について 
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国土交通省 
平成25年３月 



ガイドラインの概要 
１．超小型モビリティの特徴（定義） 
 ◎ 自動車よりコンパクトで、取り回しがし易い 
 ◎ 環境性能に優れる 
 ◎ １人～２人乗り程度 
２．導入意義・効果 
 ◎ ＣＯ２の削減 
 ◎ 都市や地域の新たな交通手段 
 ◎ 高齢者の移動支援、子育て支援  
 ◎ 観光・地域振興 等 
３．利活用場面 
 ◎ 近距離（5km圏内）の日常的な交通手段 
 ◎ 観光時における回遊・周遊の際の移動手段 
 ◎ 小規模配送やポーターサービス 等 
４．利用環境の整備（地方自治体の役割） 
◎ 車両導入補助、先導導入 
◎ 走行空間の整備、標識設置 
◎ 駐車空間の整備 
◎ 地域交通計画への反映 等 
５．車両仕様に対するニーズ 
◎ 乗車定員１～２名程度 
◎ 一定の積載量 
◎ 手頃な価格、維持費 

高齢者の移動支援や外出機会
創出、送迎行動が容易に 

観光地や地域住民の活動・交
流の活性化 

地方都市、山間部の生活交通通
勤・通学の足 

新たな交通手段 

観光・地域振興 

ＣＯ２の削減 

低環境負荷な交通手段 物
流の効率化 

高齢者、子育て支援 

深刻な地域交通課題を解決しつつ、 
多くの社会的便益を創出 

超小型モビリティの導入意義・効果 

超小型モビリティ導入に向けたガイドラインについて 
○コンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる軽自動車よりも小さい二人乗り程度の自動車については、まちづくりと
連携した導入を図ることで、低炭素社会の実現に資するとともに、都市や地域の新たな交通手段、観光・地域振興、高齢者や子
育て世代の移動支援など、生活・移動の質の向上をもたらす新たなカテゴリーの乗り物として期待されている。 

  
○国土交通省では、平成２４年６月に、地方公共団体が超小型モビリティを活用したまちづくりを検討する際や自動車メーカー等
が当該モビリティの開発を進める際に留意すべき事項をまとめた「超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」を公表したところ。 
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定格出力 
（電動自動車） 

0.6kW以下 0.6kW超 

エンジン排気量 
（内燃機関自動車） 

  50cc以下 －660cc以下 660cc超 

歩行補助用具 
（免許不要） 

 
  

第一種原動機付 
自転車 

  

軽自動車 
  
  

小型自動車 
・普通自動車 

  
  

・全長：3,400mm 
 全幅：1,480mm 
 全高：2,000mm 
・衝突基準あり 
・車検あり 
・高速道路走行可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・全長：2,500mm 
 全幅：1,300mm 
 全高：2,000mm 
・衝突基準なし 
・車検なし 
・乗車定員１人 
・高速道路走行不可 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・時速６ｋｍ以下 
・車検なし 
・全長：1,200mm 
 全幅：700mm 
 全高：1,090mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

超小型モビリティの位置づけ 

超小型モビリティ 
 

・定格出力8kW以下 
  （又は125cc以下） 
・乗車定員２人以下 
  （ ２個の年少者用補助乗

車装置を取り付けたも
のにあっては３人以下） 

・高速道路走行不可 
 
 
 
 
 
 
 

 

車道走行 施設・歩道走行 

■ 従来にない全く新たなカテゴリーの乗り物であるため、多様なコンセプトが提案されている。これらを市場に
先導的・試行的に導入する中で、国民理解を醸成しつつ、安全基準等関連制度の検討を進めることが肝要。 

■ このような野心的な規制改革の取組みとして、一定の大きさ、性能、運行地域等の条件を付すことで安全を
確保しつつ、公道走行をより簡易な手続きで可能とするための認定制度を平成25年1月に創設。 

高速道路を含め 
あらゆる道路環境、場面で活躍 

日常生活や小口物流の足として 
あくまでも近場の移動にジャストフィット 

歩行補助・支援 
のため利用 
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超小型モビリティ認定制度の概要 

○地域の手軽な移動の足として主に近距離輸送に利活用される超小型モビリティ（軽自動車よりも小
さい二人乗り程度の三・四輪車）について、安全確保を最優先に考え、保安基準第55条第１項に
基づく基準緩和認定制度を活用し、 

   ①高速道路等は走行しないこと、 
   ②交通の安全等を図るための措置を講じた場所において運行すること、 
  等を条件に、大きさ、性能等に関して一定の条件を付すことで、安全・環境性能が低下しない範囲

で一部の基準を緩和し、公道走行を可能とする制度 

 以下の要件を全て満たすものを認定制度の対象とする。 
 ①長さ、幅及び高さがそれぞれ軽自動車の規格内のもの 
 ②乗車定員２人以下のもの（２個の年少者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては、３人以下） 
 ③定格出力８キロワット以下（内燃機関の場合は125cc以下）のもの 
 ④高速道路等※を運行せず、地方公共団体等によって交通の安全と円滑を図るための措置を 
      講じた場所において運行するもの 
 

※高速自動車国道法第４条１項に規定する道路、道路法第48条の４に規定する自動車専用道路及び道路交通法第22条第1項の
規定により定められている最高速度60km/h超の道路 

対象とする超小型モビリティ 
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この制度を活用した超小型モビリティの先導的・試行的導入により、成功事例の創出や国民理解の
醸成を促し社会受容性を高めることで、将来的な保安基準等の見直し等について検討するに当たっ
ての参考とする。 



○申請者：地方公共団体又は地方公共団体が組織する協議会 
 
○申請先：地方運輸局長 
 
○申請内容：必要な基準緩和項目及び理由、運行地域、運行上の安全対策 等 
 
○認定後の措置： 
 ①一台毎の基準適合性審査（いわゆる車検）を軽自動車検査協会にて実施※2 
 ②使用者に対する運行地域、安全対策等の事前説明 
 ③運行時には、各車両に認定書の写しを携帯させるとともに、申請者は、毎年運行結果を地方運
輸局長に報告 
 

※2超小型モビリティの認定を受けた車両については、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号）第5条
の規定に基づく届出（対象地域のみ）等、軽自動車に係る諸制度が適用される 

超小型モビリティ認定制度の概要 

制度運用の概要 

・地方公共団体 （都道府県、市区町村） 
  ・自動車製作者 
  ・商工会議所 
  ・民間法人 等 

○協議会の構成（例） 
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【地域の実態に即した安全対策の例】 
走行時間の制限、監視員の配置 
ＧＰＳによる運行の記録（運行管理） 
運行地域の出入口等の標識設置、 

    路面のマーキング        等 



超小型モビリティ認定制度の手続きの流れ 

地方運輸局 

軽自動車検査協会 

②受付・ヒアリング 

③審査 

⑥受付 

⑦検査 

⑤認定書 

①認定申請 

⑧車検証 

使用者 

⑨運 行 

 定期報告書 
   の受領 

・地方公共団体 （都道府県、市区町村） 

  ・自動車製作者 
  ・商工会議所 
  ・民間法人 等 

※1協議会の構成（例） 

④認定 

⑩定期報告  
・運営・管理状況 
・車両の不具合、事故情報 

 検査実績 
   報告書の受領 

検査実績とりまとめ 
・車検証の備考欄に基準緩和事項を記載 

【認定申請書】 ・受付台帳、調査票 

（認定の通知） 

【複数台数の申請が可能】 
  ・一台毎の車台番号必要 

申請者、代理人等による 
一台毎の現車持込 

  ・車両の構造等に関するもの 
  ・運行の実施体制（運行地域、使用者の管理、運転者 
   の教育 等）に関するもの 
  ・運行結果の報告体制に関するもの 等 

・超小型モビリティに該当するものであること 
・運行の実施体制 等 
（必要に応じて、関係機関に意見照会） 

（現車確認） 

運行結果を報告（毎年） 

・運行地域、安全
対策等の事前説明 
・認定書（写し）を
携行 

※２ 超小型モビリティの認定を受
けた車両は、自動車の保管場所
の確保等に関する法律第５条の
規定に基づく届出（対象地域の
み）等、軽自動車の諸制度が適用
される。 

地
方
運
輸
局
等 

助
言 

情
報
収
集 

申請者（地方公共団体又は協議会※1） 

検査報告 
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超小型モビリティ認定制度の概要 

【その他、安全性向上のための要件等】 
 ①電気自動車等については、歩行者等に当該車両の接近を知らせる車両接近通報装置の装備義

務付け 
 ②車両の前後面にそれぞれ基準緩和マークの表示義務付け 
 ③運転者に対する速度警報装置、衝突警報等、事故防止に繋がる装置の装備の推奨 

超小型モビリティの基準緩和項目 

【基準緩和の概要】 
 ①高速道路等を走行せず、地方公共団体等によって交通の安全と円滑を図るための措置を講じた
場所において運行することを条件に、一部基準の適用除外が可能 
 
 ②二輪自動車の特性を持つ車幅1300mm以下のものについては、灯火器等について二輪自動車
の基準を適用可能 
 
 ③自動車の最高速度が、その設計上又は速度抑制装置等の装備により30キロメートル毎時以下
であるものについては、衝突安全性に関する基準の適用除外が可能 
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保安基準の主な取扱い・考え方 

バックミラーの装備 シートベルトの装備 

車両接近通報装置の装備 
＊静粛性の高い電気自動車等の車両の接近を歩行者などに認識してもらうため、 
 一定車速で走行中に音を発生させる装置 

基準緩和マークの表示 
（車両の前後） 

（参考） 
軽自動車ナンバーの 
装着 

自動車として従来どおり適用される主な基準 

環境基準の適用 
 ・騒音防止性能 
 ・排ガス発散防止性能 

・安全性の確保を最優先に考え、①高速道路等は運行しないこと、②交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場
所において運行すること、等を条件に、一部保安基準を緩和する。 

・なお、適用される主な保安基準は以下のとおり。 

条件に応じて緩和できる主な基準 

車幅1300mm以下の車両の場合 
二輪自動車の特性を持つことから以下の基
準を緩和可能 
［二輪車の基準を適用する装置］ 
・灯火器 
・制動装置 
・施錠装置 
  

速度抑制装置等の装備により、自動車の
最高速度30km/h以下の場合 
事故実態に基づき死亡事故が極めて少ない
ことから以下の基準を追加緩和可能 
・インストルメントパネルの衝撃吸収 
・シートベルトの装備、強度  

 

緩和できる主な基準 

高速道路等を運行せず、交通の安全等が図る 
ための措置を講じた場所において運行するこ 
とを条件に、以下の基準を緩和可能 
・座席取付強度、シートバックの衝撃吸収 
・シートベルト取付強度 
・座席空間、座席寸法 
・年少者用補助乗車装置（ISO-FIX） 

衝突安全性能（寸法要件に適合していることを確認） 
  



①高速道路等を運行せず、地方公共団体等によって交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所におい
て運行することを条件に基準緩和可能な項目 

 
 
 
 
 
 
 
 

超小型モビリティに関する道路運送車両の保安基準等の基準緩和項目 

（１）保安基準等の基準緩和 

内装材の難燃性 第20条第4項 

座席取付強度、シートバックの衝撃吸収 第22条第3項、第4項 

シートベルト取付強度 、リマインダー 第22条の3第2項、第4項 

座席空間、座席寸法 第22条第1項、第2項 

年少者用補助乗車装置（ISO-FIX等の一部基準） 第22条の5 

乗降口の転落防止装置の装備 第25条第3項 

扉の開放防止 第25条第4項 

前面ガラス強度等 第29条第2項 

②車幅1300mm以下である場合（二輪自動車の基準を適用することを条件に基準緩和可能な項目） 
 
 
 
 
 
 

灯火器関係 第32条～第41条の5 

原動機（2重アクセルリターンスプリング） 第8条第3項 

走行装置（軽合金製ホイールの性能） 細目告示第89条第3項 

施錠装置 第11条の2、細目告示第92条第３項 

制動装置 細目告示第93条第2項、第３項 
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③自動車の最高速度が、その設計上又は速度抑制装置等の装備により30キロメートル毎時以下であることを
条件に基準緩和可能な項目 
 
 
 
 
 

インストルメントパネルの衝撃吸収 第20条第5項 

シートベルト装備、強度 第22条の3第1項、第３項 

前席ヘッドレスト装備 第22条の4 

サンバイザの衝撃吸収 第45条第3項 



超小型モビリティに関する道路運送車両の保安基準等の基準緩和項目 

○以下の保安基準等については、少量生産車に適用される保安基準第１条の３に基づき、破壊試験（衝突試験）
を免除することとし、構造要件を満たすことで基準に適合していると判断する（衝突安全基準を免除するもので
はない。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ただし、以下に掲げる側突構造要件を満たすことが出来ない場合については、サイドインパクトビームによる安
全対策を講じることを条件に基準緩和可能 

 
 
 

（２）破壊試験が免除される項目 

かじ取り装置の衝撃吸収 第11条第2項 

燃料装置の燃料漏れ防止 第15条第2項 

衝突後の高電圧安全 第17条の2第4項 

衝突時の乗員保護（フルラップ・オフセット前突及び側突）及び歩行
者保護（頭部及び脚部） 

第18条第2項～第5項 

衝突時の乗員保護（側突） 細目告示第100条第13項 

10 



超小型モビリティ認定制度の概要 

超小型モビリティ認定制度の概要 

○対象とする超小型モビリティ 
  ① 長さ、幅、高さが軽自動車の規格内の三・四輪自動車 
  ② 乗車定員２人以下のもの（２個の年少者用補助乗車装置を

取り付けたものにあっては、３人以下）   
  ③ 定格出力8kW以下（又は125cc以下）のもの 
 

○申請者 
 地方公共団体又は地方公共団体が組織した協議会 
  
○認定時の保安基準の取り扱い 
  安全確保を最優先として、主に以下の取り扱いを行う。 
 （主な例）制限された運行地域→座席の取付強度基準を緩和 
      車幅の狭い車両→二輪の灯火器の保安基準を適用  
 

○認定後の措置 
 ・一台毎の基準適合性審査（いわゆる車検）を軽自動車検査協

会にて実施 
 ・使用者に対する運行地域、安全対策等の事前説明 
 ・運行時には、各車両に認定書の写しを携帯させるとともに、   
  申請者は、毎年運行結果を地方運輸局長に報告 
 
  

  

 コンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる軽自動車よりも小さい二人乗り程度の自動車（超小型モビリティ）については、
都市や地域の新たな交通手段など、生活・移動の質の向上をもたらす新たなカテゴリーの乗り物として期待されています。  
 今般、道路運送車両法に基づく基準緩和を活用した超小型モビリティの認定制度を新設することとしました。 
 認定制度では、安全確保を最優先に考え、①高速道路等は走行しないこと、②交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において
運行すること、等を条件とした上で一部基準を緩和することとし、認定を受けた超小型モビリティは公道走行が可能となります。 

 
   2013年1月31日（木） ：公布・施行 

スケジュール 

安全確保を最優先にしつつ、地域の手軽な移動の足として利活用 

定格出力
（電動自動車） 0.6kW以下 0.6kW超

エンジン排気量 50cc以下 50cc超－660cc以下

三・四輪車

歩行補助用具
（免許不要）

第一種原動機付
自転車

・全長：3,400mm
・全幅：1,480mm
・全高：2,000mm
・車検あり
・乗車定員4人
・高速道路走行可

・全長：2,500mm
・全幅：1,300mm
・全高：2,000mm

・時速６ｋｍ以下
・車検なし
・全長：1,200mm
全幅：700mm
全高：1,090mm

超小型モビリティ

・定格出力8kW以下
（又は125cc以下）

・乗車定員２人以下
（又は運転者席及び２個

CRSを装備しているもの）

・高速道路走行不可

軽自動車

・定格出力8kW以下 
  （又は125cc以下） 
・乗車定員2人以下 
   （2個の年少者用補助乗

車装置を取り付けたも
のにあっては3人以下） 

・高速道路走行不可 
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国土交通省ホームページのＵＲＬ： 
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000043.html 

超小型モビリティ認定制度及び補助の公募について 

公道走行を可能とする認定制度の創設及び
先導・試行導入に対する補助の公募 


